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Ⅲ 災害時における応急活動の実施  

１ ． 応 急 活 動 の 作 業 方 針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ） 被 害 状 況 の 把 握  

・ 水 道 給 水 対 策 本 部 は 、 応 急 給 水 隊 及 び 応 急 復 旧 隊 と 連 携 を と り 、

被 害 状 況 の 的 確 な 把 握 に 努 め る 。な お 、応 急 給 水 隊 、応 急 復 旧 隊

の み で の 被 害 状 況 把 握 が 困 難 な 場 合 は 、応 援 の 要 否 に つ い て 協 議

し 決 定 す る 。  

ⅰ ． 応 急 給 水 に 必 要 な 情 報  

断 水 地 域 ・ 規 模 、 住 民 の 避 難 状 況 （ 避 難 場 所 、 人 数 ） 、 医 療

機 関 ・ 福 祉 施 設 に 関 す る 被 災 情 報 等  

ⅱ ． 応 急 復 旧 に 必 要 な 情 報  

浄 水 ・ 送 水 施 設 、 管 路 等 基 幹 施 設 の 被 害 状 況（ 水 系 、 配 水 ブ

ロ ッ ク ご と に 調 査 を 行 う ） 等  

・応 援 水 道 事 業 体 は 、幹 事 応 援 水 道 事 業 体 と 連 携 し て「 水 道 施 設 被

害 状 況 等 調 査 票 」 に 基 づ き 、 被 害 状 況 を 把 握 し 、 随 時 報 告 す る

（ P.114 資 料 － 10 参 照 ） 。  

 

水 道 給 水 対 策 本 部 は 、本 部 長 の 指 揮 の 下 、被 害 状 況 及 び 応 急 活 動

状 況 等 に 関 す る 情 報 の 的 確 な 把 握 に 努 め 、応 援 水 道 事 業 体 の 活 動 を

考 慮 し な が ら 施 設 復 旧 の 目 標 を 明 ら か に す る 。  

ま た 、復 旧 状 況 の 進 展 に 応 じ た 適 切 な 行 動 を す る と と も に 、復 旧

目 標 の 適 時 見 直 し を 行 う 。  

 

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 被 害 状 況 の 把 握  

２ ） 施 設 復 旧 の 目 標  

３ ） 目 標 達 成 時 期 の 設 定  

４ ） 段 階 に 応 じ た 活 動  

５ ） 被 害 状 況 に 応 じ た 効 率 的 応 援 体 制 の 構 築  
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２ ） 施 設 復 旧 の 目 標  

水 道 給 水 対 策 本 部 は 、応 急 復 旧 隊 等 か ら の 被 害 状 況 や 応 急 復 旧 活

動 状 況 等 に 関 す る 情 報 に 基 づ き 、応 急 復 旧 指 揮 担 当 と 連 携 し て 復 旧

計 画 を 作 成 す る 。計 画 の 作 成 に 当 た っ て は 、住 民 の 不 安 感 を 軽 減 す

る た め 施 設 復 旧 の 目 標 を 明 ら か に す る 。  

な お 、応 援 活 動 に 当 た り 幹 事 応 援 水 道 事 業 体 は 、被 災 水 道 事 業 体

の 事 業 所 及 び 営 業 所 と 調 整 を 行 い 、応 急 給 水 隊 及 び 応 急 復 旧 隊 の 担

当 地 域 、 担 当 作 業 な ど 役 割 分 担 を 明 確 に 決 め る も の と す る 。  

 

３ ） 目 標 達 成 時 期 の 設 定  

目 標 達 成 時 期 を 設 定 す る こ と は 、応 援 水 道 事 業 体 の 派 遣 計 画 の 尺

度 と な る と と も に 、住 民 の 不 安 や 焦 り の 軽 減 、苦 情 の 減 少 が 期 待 で

き る 。  

ま た 、目 標 達 成 時 期 は 、発 災 後 24 時 間 以 内 、72 時 間 以 内 、１ 週

間 以 内 を 一 つ の 目 途 と し 、こ の 間 の 応 急 活 動 の 重 点 事 項 を 定 め る 必

要 が あ る （ 表 Ⅲ － １ 参 照 ） 。  

な お 、復 旧 状 況 の 進 展 に 応 じ て 、適 宜 、見 直 し を 行 う も の と す

る 。  

表 Ⅲ － １  目 標 達 成 の 時 期 と 応 急 活 動 の 例  

発 災 後 24 時 間 以 内  避 難 所 、医 療 施 設 等 へ の 水 の 供 給 に 全 力 を 挙 げ る 。 

発 災 後 72 時 間 以 内  水 道 施 設 の 復 旧 に 着 手 す る 。  

発 災 後 １ 週 間 以 内  応 急 復 旧 し た 水 道 施 設 に よ る 生 活 用 水 の 供 給 を 順

次 開 始 す る 。  

 

４ ） 段 階 に 応 じ た 活 動  

発 災 以 降 、刻 々 と 変 化 す る 被 災 地 の 状 況 に 応 じ て 適 切 な 活 動 を

実 施 す る た め に 、 次 の 点 等 に 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

・徐 々 に 明 ら か に な る 被 害 状 況 等 に 応 じ て 、想 定 外 の 活 動 を 余

儀 な く さ れ る 可 能 性 が あ る 。  

・復 旧 活 動 及 び 住 民 へ の 水 道 使 用 に 関 す る 広 報 活 動 に つ い て は 、
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下 水 道 の 復 旧 状 況 を 把 握 し て 実 施 す る 必 要 が あ る 。  

・応 援 水 道 事 業 体 の 変 更 や 派 遣 職 員 の 交 代 等 に よ っ て 活 動 の 効

率 性 が 低 下 し な い よ う 、生 活 用 水 需 要 の 動 向 等 に 配 慮 し た 応

急 給 水 活 動 や 応 急 復 旧 活 動 が 必 要 と な る 。  

・応 援 期 間 が 長 期 化 し た 際 の 交 代 要 員 の 確 保 に は 、長 期 間 活 動

で き る 大 規 模 水 道 事 業 体 と 中 小 規 模 水 道 事 業 体 と の 組 み 合

わ せ 、も し く は 遠 方 の 水 道 事 業 体 と 近 隣 の 水 道 事 業 体 の 組 み

合 わ せ 等 に よ る 措 置 が 必 要 と な る 場 合 も あ る 。  

 

５ ） 被 災 状 況 に 応 じ た 効 率 的 応 援 体 制 の 構 築  

（ １ ） 支 援 拠 点 水 道 事 業 体 の 決 定  

被 災 地 の 被 害 が 甚 大 で あ り 、応 援 の 長 期 化 が 避 け ら れ な い 場 合 や 、

物 資 の 調 達 等 に 支 障 が 出 た 場 合 等 に は 、効 率 的 な 応 援 体 制 の 構 築 を

実 現 す る 目 的 と し て 、支 援 拠 点 水 道 事 業 体 と し て の 役 割 が 依 頼 さ れ

る 場 合 に 備 え 、 必 要 な 準 備 を 進 め る こ と と す る 。  

支 援 拠 点 水 道 事 業 体 は 、 被 災 都 府 県 支 部 長 等 が 決 定 す る が 、 他

の 都 府 県 支 部 や 地 方 支 部 の 水 道 事 業 体 が 担 当 す る こ と が 合 理 的 な

場 合 は 、 関 係 す る 都 府 県 支 部 長 等 、 地 方 支 部 長 、 日 本 水 道 協 会 の

協 議 に よ っ て 決 定 す る 。  

（ ２ ） 支 援 拠 点 水 道 事 業 体 の 役 割  

 ・ 給 水 車 へ の 給 水 基 地 の 提 供  

・ 宿 泊 場 所 確 保 の 補 助  

・ 被 災 都 府 県 支 部 長 や 被 災 地 方 支 部 長 等 と の 情 報 連 絡 の 補 助 等  

な お 、 支 援 拠 点 水 道 事 業 体 は 、 後 日 の 費 用 精 算 に 際 す る 問 題 を

避 け る た め 、 そ の 役 割 を 担 う に 際 し て は 、 応 援 水 道 事 業 体 や 被 災

水 道 事 業 体 の 経 費 と し て 精 算 が 可 能 な 費 用 以 外 に は 、 特 段 の 費 用

が 発 生 し な い よ う 留 意 す る 必 要 が あ る （ P.21「 ４ ． 費 用 負 担 の 基

本 的 な 考 え 方 」 参 照 ） 。  
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２ ． 応 急 給 水 の 活 動  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ） 水 道 給 水 対 策 本 部 に お け る 活 動  

（ １ ） 被 害 状 況 に 応 じ た 給 水 方 法  

水 道 給 水 対 策 本 部 は 、 応 急 給 水 マ ニ ュ ア ル や 地 域 防 災 計 画 に 基 づ

き 、 被 害 状 況 や 給 水 状 況 の 情 報 に よ り 、 給 水 基 地 と な る 水 道 施 設 と

応 急 給 水 拠 点 を 指 定 し て 応 急 給 水 を 行 う も の と す る 。  

給 水 方 法 は 、 表 Ⅲ － ２ を 参 考 に 、 被 害 状 況 、 復 旧 状 況 に 応 じ て 段

階 的 に 対 応 を 変 化 さ せ る 必 要 が あ る 。  

 

表 Ⅲ － ２  復 旧 状 況 に 応 じ た 給 水 方 法 の 例  

被 害 状 況  復 旧 状 況  給 水 目 的 及 び 方 法  

第 １ 段 階  初 動  
（ 発 災 当 日 ）  全 面 断 水  

人 命 に 関 わ る も の を 第 一 優 先 と
し て 最 低 限 の 飲 料 水 確 保 を 目 的
と し た 応 急 給 水  

第 １ 段 階  初 期  全 面 断 水  初 期 応 援 で の 応 急 給 水  
応 急 給 水 の 体 制 確 立  

第 ２ 段 階  幹 線 復 旧  
支 管 部 分 復 旧  

応 援 体 制 の 確 立  
給 水 場 所 の 拡 充 ・ 給 水 量 の 増 加  
仮 設 給 水 栓 等 （ 無 人 ） の 拡 大  

第 ３ 段 階  支 管 地 域 的 復 旧  給 水 場 所 の 拡 大  
応 急 給 水 活 動 の 縮 小  

第 ４ 段 階   支 管 復 旧  仮 設 配 管 等 の 設 置 に よ り 、応 急 給
水 活 動 の 縮 小 ・ 収 束  

被 災 水 道 事 業 体 及 び 応 援 水 道 事 業 体 に よ る 応 急 給 水 の 活 動 に 当 た

っ て は 、 住 民 の 生 命 及 び 生 活 の 維 持 が 図 ら れ る よ う 、 復 旧 ま で の 期

間 に お い て 、 段 階 的 に 応 急 給 水 量 を 増 加 さ せ る 必 要 が あ る 。  

そ の た め 、 応 急 復 旧 活 動 と 調 整 を 図 り な が ら 、 応 急 給 水 マ ニ ュ ア

ル に 基 づ き 、 で き る 限 り 効 率 的 に 行 う も の と す る 。  

 

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 水 道 給 水 対 策 本 部 に お け る 活 動  

２ ） 応 急 給 水 班 の 活 動  
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（ ２ ） 応 急 給 水 の 体 制  

 ⅰ ） 給 水 基 地 担 当  

・ 作 業 体 制 は 、１ 給 水 口 当 た り ２ 名 を 標 準 と し 、給 水 車 の 誘

導 や 、水 道 事 業 体 の 管 轄 以 外 の 給 水 車 へ の 注 水 な ど 調 整 確

認 作 業 が 必 要 と な る 場 合 は 、 別 途 調 整 員 を 配 置 す る 。  

・ 被 害 状 況 に よ り 、 給 水 基 地 を 複 数 化 で き る 体 制 を 確 立 し 、

給 水 車 へ の 注 水 時 間 の 短 縮 化 に 努 め る 必 要 が あ る 。  

 ⅱ ） 運 搬 給 水 担 当  

・給 水 車 に よ る 班 編 成 は 、２ 名 １ 班 を 標 準 と す る 。（ P.54「（ １ ）

応 急 給 水 隊 」 参 照 ）  

・簡 易 容 器 に よ る 運 給 水 の 班 編 成 は 、給 水 車 の 場 合 と 同 様 と

す る 。  

・仮 設 水 槽 の 管 理 に つ い て は 、状 況 に 応 じ て 一 般 行 政 部 局 職

員 、地 元 世 話 役 や 水 道 事 業 体 Ｏ Ｂ な ど に 依 頼 す る こ と も 考

慮 す る 必 要 が あ り 、そ の 場 合 は 、給 水 時 期 や 残 塩 濃 度 な ど

を 適 時 確 認 す る パ ト ロ ー ル 隊 等 を 別 途 編 成 す る 必 要 が あ

る 。  

 ⅲ ） 仮 設 給 水 栓 設 置 担 当  

・ 班 編 成 は 、 ３ 名 １ 班 を 標 準 と す る 。  

 

（ ３ ） 給 水 基 地 と な る 水 道 施 設 の 選 定  

被 災 水 道 事 業 体 は 水 道 施 設 の 被 害 状 況 、 施 設 の 給 水 能 力 、 応 急 復

旧 の 進 捗 等 を 総 合 的 に 判 断 し て 、 応 急 給 水 マ ニ ュ ア ル に 定 め ら れ て

い る 浄 水 池 、 配 水 池 等 の 水 道 施 設 等 の 中 か ら 利 用 に 適 し た 給 水 基 地

を 選 定 す る 。  

給 水 基 地 と な る 水 道 施 設 等 は 、 運 搬 給 水 を 必 要 と す る 応 急 給 水 拠

点 と 近 距 離 に あ る も の を 選 定 す る 必 要 が あ る 。  
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（ ４ ） 応 急 給 水 場 所 の 指 定  

水 道 給 水 対 策 本 部 は 、 一 般 行 政 部 局 の 災 害 対 策 本 部 か ら の 要 請 に

基 づ き 、 被 災 者 の 避 難 場 所 、 収 容 施 設 、 医 療 施 設 へ の 集 結 状 況 、 こ

れ ら 施 設 で の 給 水 状 況 に 関 す る 情 報 を 勘 案 し て 、 給 水 の 基 地 と な る

水 道 施 設 と 応 急 給 水 拠 点 を 応 急 給 水 隊 に 指 示 す る 。  

こ の 際 、 施 設 の 位 置 を 明 示 し た 道 路 地 図 や 給 水 車 の 運 行 経 路 情 報

を 各 応 援 水 道 事 業 体 に 提 供 す る 。 給 水 車 の 運 行 に 当 た っ て は 、 事 前

に 被 害 状 況 を 把 握 し て お く と と も に 、 緊 急 通 行 車 両 の 先 導 等 を 検 討

し て お く 必 要 が あ る 。  

ま た 、 応 援 車 両 の 形 式 （ 給 水 車 （ タ ン ク 、 加 圧 ポ ン プ 付 ） ・ ト ラ

ッ ク 等 ） 、 応 急 拠 点 及 び 応 急 給 水 先 の 状 況 を 踏 ま え て 給 水 方 法 等 を

選 定 す る 。  

な お 、新 潟 県 中 越 沖 地 震 や 東 日 本 大 震 災 等 に お け る 応 急 給 水 で は 、

取 り 扱 い の 容 易 な キ ャ ン バ ス 地 の 水 槽 を 多 数 設 置 し た こ と が 応 急 給

水 の 効 率 的 な 活 動 に 寄 与 し た と 報 告 さ れ て い る 。  

 

（ ５ ） 応 急 給 水 場 所 の 給 水  

・仮 設 水 槽 又 は 受 水 槽 へ の 給 水 、耐 震 性 貯 水 槽 か ら の 給 水 等 は 、原

則 と し て 地 方 公 共 団 体 （ 水 道 部 局 職 員 を 含 む ） の 職 員 が 行 う 。  

・被 災 水 道 事 業 体 が 指 定 す る 場 所 に お い て 行 う 住 民 へ の 給 水 は 、自

治 会 や 地 域 住 民 、 ボ ラ ン テ ィ ア の 協 力 を 得 な が ら 行 う 。  

・医 療 機 関 や 社 会 福 祉 施 設 に つ い て も 、当 該 施 設 の 職 員 が 地 域 住 民

や ボ ラ ン テ ィ ア の 協 力 を 得 な が ら 給 水 を 行 う 必 要 が あ る 。  

・給 水 場 所 に は 多 く の 住 民 が 集 合 す る こ と か ら 、複 数 の 給 水 栓 を 設

置 す る 必 要 が あ る 。  

・配 水 本 管 や 配 水 支 管 上 に 設 置 す る 仮 設 給 水 栓 に つ い て は 、地 域 住

民 の 協 力 を 得 て 管 理 運 営 を 行 う 必 要 が あ る 。  

・仮 設 給 水 栓 の 設 置 場 所 は 、交 通 の 支 障 と な ら な い 地 点 を 選 定 し 、

安 全 確 保 の た め バ リ ケ ー ド 、 セ ー フ テ ィ コ ー ン 等 を 設 置 し て 、

飲 料 用 で あ る こ と を 明 示 す る 掲 示 を 行 う 必 要 が あ る 。 ま た 、 近
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隣 の 応 急 復 旧 作 業 に 伴 い 、 濁 水 が 発 生 す る な ど の 影 響 が 予 測 さ

れ る 場 合 は 、 適 宜 、 水 質 の 確 認 を 行 う 必 要 が あ る 。  

 

（ ６ ） 応 援 水 道 事 業 体 へ の 作 業 指 示  

応 急 給 水 作 業 を 分 担 し 、 的 確 か つ 効 率 的 に 行 う た め に 、 幹 事 応 援

水 道 事 業 体 か ら 応 急 給 水 班 へ の 作 業 指 示 は 指 示 書 に よ り 行 う（ P.106

資 料 － ７ 参 照 ）  

 

２ ） 応 急 給 水 班 の 活 動  

応 急 給 水 班 は 、 幹 事 水 道 事 業 体 よ り 指 定 さ れ た 応 急 給 水 拠 点 に お い

て 給 水 活 動 を 実 施 す る 。  

応 急 給 水 班 は 派 遣 職 員 や 応 援 水 道 事 業 体 の 交 替 が あ っ て も 作 業 の 引

継 ぎ が 円 滑 に な さ れ 、被 災 水 道 事 業 体 の 負 担 と な る こ と の な い よ う に 、

担 当 区 域 、 担 当 作 業 等 の 役 割 分 担 を 明 確 に し て お く 。 ま た 、 作 業 を 遂

行 す る た め の 判 断 等 の 基 準 も 明 確 に す る 。  

作 業 に 際 し て は 、 限 ら れ た 飲 料 水 を 公 平 か つ 有 効 に 供 給 す る よ う 努

め る と と も に 、 給 水 用 具 等 は 清 潔 に 保 ち 、 残 留 塩 素 濃 度 を 確 認 す る な

ど 水 質 維 持 に 十 分 注 意 す る 必 要 が あ る 。  

・ 給 水 に 際 し て は 、 状 況 に よ り １ 人 当 た り の 供 給 量 を 制 限 し 、 で

き る 限 り 公 平 な 給 水 を 行 う よ う 留 意 す る 。  

・ タ ン ク の 残 水 量 を 常 時 把 握 す る と と も に 、 次 回 の 給 水 再 開 予 定

時 間 を 周 知 す る よ う 努 め る 。  

・ 初 期 段 階 に お い て は 、 簡 易 容 器 の 配 布 を 並 行 し て 行 う こ と も 考

慮 す る 。  

ま た 、 応 急 給 水 拠 点 で の 給 水 は 、 給 水 基 地 か ら 給 水 す る 。  

（ １ ） 給 水 車 で の 給 水  

給 水 場 所 で は 、給 水 基 地 で 注 水 し た 給 水 車 か ら 、住 民 に 直 接 給 水 す

る 。  

（ ２ ） 仮 設 水 槽 へ の 運 搬 給 水  
避 難 所 等 の 応 急 給 水 拠 点 に 設 置 さ れ た 仮 設 水 槽 へ の 給 水 は 、加 圧 ポ
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ン プ 付 給 水 車 に よ り 行 う 必 要 が あ る 。  
（ ３ ） 簡 易 容 器 に よ る 運 搬 給 水  

簡 易 容 器 は 、 ト ラ ッ ク 等 へ の 積 み 下 ろ し 等 の 作 業 性 を 考 慮 す る と 、

10L 以 下 の ポ リ タ ン ク 等 が 適 当 で あ る 。  

（ ４ ） 被 災 水 道 事 業 体 か ら の 指 示 ・ 応 援 水 道 事 業 体 か ら の 報 告  

応 援 水 道 事 業 体 は 、 作 業 完 了 後 「 応 急 給 水 作 業 報 告 書 」 を 速 や か

に 作 成 し 、 幹 事 水 道 事 業 体 を 経 由 し て 水 道 給 水 対 策 本 部 へ 提 出 す る

（ P.107 資 料 － 7 参 照 ） 。  

ア ）応 急 給 水 応 援 体 制 報 告 書           （ P.104 資 料 － ６ 参 照 ） 

応 援 水 道 事 業 体 は 、連 絡 先 や 構 成 等 を 記 載 し た「 応 急 給 水 応 援

体 制 報 告 書 」を 、被 災 地 到 着 時 及 び 応 援 隊 構 成 変 更 時 に 水 道 給 水

対 策 本 部 へ 提 出 す る 。  

イ ）応急給水作業指示書・応急給水作業報告書  （ P.106 資 料 － ７ 参 照 ） 

被 災 水 道 事 業 体 か ら の 作 業 指 示 と 応 援 水 道 事 業 体 の 作 業 報 告

は 、重 点 作 業 地 区 の 選 定 や 応 援 体 制 の 再 編 成 等 の 基 礎 資 料 と な る

こ と か ら 、 給 水 車 ご と に 作 成 す る 。  

ウ ）応 急 給 水 活 動 予 定 表         （ P.110 資 料 － ８ 参 照 ） 

水 道 給 水 対 策 本 部 は 、応 急 給 水 作 業 指 示 書 に 基 づ き 、作 業 の 状

況 把 握 の た め 、水 道 事 業 体 名 、連 絡 責 任 者 、作 業 員 数 等 を 記 載 し

た 「 応 急 給 水 活 動 予 定 表 」 を 作 成 す る 。  

エ ）応 急 給 水 活 動 集 約 表         （ P.112 資 料 － ９ 参 照 ） 

水 道 給 水 対 策 本 部 は 、実 際 に 行 っ た 作 業 の 把 握 を 行 う た め 、「 応

急 給 水 作 業 報 告 書 」に 基 づ き 、水 道 事 業 体 名 、給 水 車 台 数 等 を 記

載 し た 「 応 急 給 水 活 動 集 約 表 」 を 作 成 す る 。  

オ ） 仮 設 給 水 栓 設 置 位 置 図  

応 援 水 道 事 業 体 は 、設 置 作 業 完 了 後 直 ち に 被 災 水 道 事 業 体 に 提

出 す る 。  

（ ５ ） 水 道 事 業 体 以 外 か ら の 応 援  

応 急 給 水 の 応 援 は 、水 道 事 業 体 以 外 に よ る も の も 考 え ら れ 、そ れ ぞ

れ の 特 質 を 活 か し た 給 水 活 動 が 期 待 さ れ る 。 応 急 給 水 主 体 別 の 応 急

給 水 例 を 表 Ⅲ － ３ に 示 す （ P.69 参 照 ） 。  
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表 Ⅲ－ ３  応 急 給 水 主 体 と 応 急 給 水 の 例  

水 道 事 業 体  ・ 浄 水 場 、 配 水 池 等 に お け る 市 民 へ の 直

接 給 水  

・ 運 搬 給 水  

・ 応 急 給 水 拠 点 で の 給 水  

・ 緊 急 病 院 等 の 重 要 施 設 へ の 給 水  

陸 上 ・ 航 空 自 衛 隊  ・ 給 水 車 、 ト ラ ッ ク 等 に よ る 運 搬 給 水  

・ 応 急 給 水 拠 点 で の 給 水  

海 上 自 衛 隊  

海 上 保 安 庁  

・ 給 水 船 に よ る 給 水 車 等 へ の 注 水  

・ 市 民 へ の 直 接 給 水  

輸 送 会 社  ・ 大 型 給 水 車 等 に よ る 、 応 急 給 水 拠 点 や

容 量 が 必 要 な 病 院 へ の 給 水  

国 土 交 通 省  

他 地 方 公 共 団 体  

民 間（ 輸 送 会 社 を 除 く ） 

・ 給 水 車 、 ト ラ ッ ク 等 に よ る 運 搬 給 水  

 

個 人 ボ ラ ン テ ィ ア  ・ 運 搬 給 水 補 助 、 給 水 拠 点 で の 給 水  



 

 

- 70 -

３ ． 応 急 復 旧 の 活 動  

 

１ ） 水 道 給 水 対 策 本 部 に よ る 活 動  

（ １ ） 給 水 能 力 に 応 じ た 応 急 復 旧 地 域 の 指 定  

水 道 給 水 対 策 本 部 は 、 水 道 施 設 の 被 害 状 況 を 送 配 水 系 統 ご と に 調

査 、 把 握 し 、 給 水 能 力 に 応 じ た 応 急 復 旧 地 域 を 設 定 し て 修 理 作 業 を

進 め 、 確 保 さ れ た 水 を 有 効 に 活 用 で き る よ う 応 急 復 旧 計 画 を 作 成 す

る 。  

特 に 、 被 害 状 況 の 調 査 に 当 た っ て は 、 以 下 の 事 項 に 留 意 し て 行 う

必 要 が あ る 。  

・ 調 査 に 当 た っ て は 、 浄 水 場 に 近 い と こ ろ か ら 実 施 す る 。  

・あ ら か じ め 被 害 想 定 を 実 施 し て 点 検 箇 所 を 定 め て お き 、効 率 的 な

被 害 状 況 調 査 に 役 立 て る 。  

・配 水 池 の 流 出 量 や 水 位 の 低 下 状 況 、配 水 幹 線 の 流 量 や 水 圧 の 低 下

状 況 、 及 び 目 視 に よ る 漏 水 状 況 を 調 査 す る 。  

（ ２ ） 復 旧 作 業 の 分 担  

被 災 水 道 事 業 体 と 応 援 水 道 事 業 体 の 作 業 分 担 を 明 確 に す る 。  

 

被 災 水 道 事 業 体 及 び 応 援 水 道 事 業 体 に よ る 応 急 復 旧 の 活 動 は 、

被 害 状 況 、 通 水 の 緊 急 性 等 を 考 慮 し 、 復 旧 の 優 先 路 線 や 地 区 、 仮

配 管 や 本 設 に よ る 復 旧 な ど を 適 切 に 選 択 し な が ら 、 応 急 復 旧 マ ニ

ュ ア ル に 基 づ き 、 で き る 限 り 効 率 的 に 進 め て い く も の と す る 。  

ま た 、 災 害 発 生 時 に は 住 民 等 に 不 安 や あ せ り 及 び 混 乱 等 が 生 じ な

い よ う 、 水 道 施 設 の 被 害 状 況 、 応 急 給 水 拠 点 、 復 旧 見 通 し 等 、 住 民

が 必 要 と す る 情 報 を 適 時 適 切 に 提 供 し 、 住 民 生 活 へ の 影 響 を 最 小 限

に 抑 え る こ と が 重 要 で あ る 。  

 

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 水 道 給 水 対 策 本 部 に よ る 活 動  

２ ） 応 急 復 旧 班 の 活 動  
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（ 例 ） 作 業 分 担  

取 水 か ら 配 水 池 ・ ・ 被 災 水 道 事 業 体  

配 水 管 以 降 ・ ・ ・ ・ 被 災 水 道 事 業 体 と 応 援 水 道 事 業 体 の 両 者  

（ 担 当 区 域 を 分 担 ）  

（ ３ ） 復 旧 方 法 、 工 法 の 指 定  

復 旧 方 法 等 は 、 あ ら か じ め 定 め ら れ て い る 応 急 復 旧 マ ニ ュ ア ル の

復 旧 方 法 、 工 法 を 被 災 地 域 ご と に 選 定 す る 。  

ま た 、 応 急 復 旧 用 資 機 材 の 調 達 方 法 及 び 給 水 管 の 修 理 方 法 と 修 理

範 囲 に つ い て 明 ら か に す る 。  

応 急 復 旧 は 、 「 通 水 → 漏 水 調 査 → 修 理 」 の 繰 り 返 し で あ る 。 漏 水

調 査 の 方 法 は 、 水 道 管 か ら の 漏 水 音 や 出 水 に よ る 確 認 方 法 が 一 般 的

で あ る が 、 気 体 を 用 い た 漏 水 調 査 等 の 新 技 術 も 研 究 さ れ て い る 。  

（ ４ ） 復 旧 優 先 路 線 、 地 区 の 指 定  

水 道 給 水 対 策 本 部 は 、 応 急 復 旧 マ ニ ュ ア ル に 基 づ き 、 被 害 状 況 に

応 じ 、 優 先 的 に 復 旧 す る 施 設 ・ 管 路 等 の 基 本 的 な 作 業 方 針 を 明 ら か

に す る と と も に 、 復 旧 作 業 の 進 展 に 合 わ せ て 、 必 要 な 場 合 に は 方 針

を 変 更 す る 。  

ま た 、 水 道 施 設 の 被 害 が 大 き く 広 範 囲 に 断 水 し た 場 合 、 幹 線 管 路

の 復 旧 状 況 を 確 認 し 、 避 難 場 所 、 被 災 者 の 収 容 施 設 、 医 療 施 設 等 、

優 先 し て 給 水 す る 必 要 が あ る も の に つ い て は 、 復 旧 優 先 路 線 と し て

応 援 復 旧 隊 に 指 示 す る 。  

（ ５ ） 漏 水 調 査 会 社 と の 連 携  

漏 水 調 査 に は 専 門 的 な 技 術 が 必 要 で あ る が 、 水 道 事 業 体 に お け る

漏 水 調 査 担 当 職 員 は 少 な く 、 こ れ ら の 業 務 を 委 託 し て い る 傾 向 に あ

る と 考 え ら れ る 。 こ の た め 、 各 水 道 事 業 体 は 全 管 連 等 と 同 様 に 漏 水

調 査 会 社 と 災 害 時 の 応 急 対 応 の 協 力 体 制 を 確 立 し て お く と と も に 、

作 業 に 当 た っ て は 以 下 の 項 目 に 留 意 す る 。  

・ 調 査 時 期 ・ 調 査 区 域 を 設 定 し て 作 業 を 委 託 す る 。  

・ 漏 水 調 査 に 必 要 な 資 機 材 を 確 保 す る 。  

・必 要 な 資 料（ 配 管 図 等 ）を 提 供 す る と と も に 、状 況 に 応 じ て バ ル
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ブ 等 の 操 作 を 行 う 。  

・ 漏 水 調 査 作 業 は 、 応 急 復 旧 班 と の 連 絡 を 密 に し て 行 う 。  

（ ６ ） 復 旧 資 機 材 等 の 調 達  

復 旧 資 機 材 等 の 調 達 に 当 た っ て は 、 応 急 復 旧 方 針 （ 復 旧 方 法 、 使

用 材 料 、 給 水 栓 修 理 の 有 無 ） に 基 づ き 行 う も の と し 、 必 要 に 応 じ て

関 係 団 体 （ 水 団 連 、 ダ ク タ イ ル 鉄 管 協 会 、 日 本 水 道 鋼 管 協 会 等 ） と

連 絡 調 整 を 図 る も の と す る 。  

 

２ ） 応 急 復 旧 班 の 活 動  

（ １ ） 担 当 区 域 、 担 当 作 業 等 の 分 担  

・幹 事 応 援 水 道 事 業 体 は 、復 旧 作 業 を 効 率 良 く 進 め る た め に 、被

害 状 況 、各 応 援 水 道 事 業 体 の 派 遣 規 模 等 を 勘 案 し て 、応 援 水 道

事 業 体 ご と に 応 急 活 動 の 担 当 区 域 を 定 め る 。  

・応 援 水 道 事 業 体 の 担 当 区 域 は 、浄 水 場 系・配 水 池 系 統 等 に よ る

単 位 と す る 。  

（ 例 ） 担 当 区 域 の 分 担  

大 規 模 な 区 域 ： 地 方 支 部 長 都 市 の 水 道 事 業 体  

中 規 模 な 区 域 ： 都 府 県 支 部 長 等 都 市 の 水 道 事 業 体  

小 規 模 な 区 域 ： そ の 他 の 水 道 事 業 体  

・応 急 復 旧 班 は 、派 遣 職 員 や 応 援 水 道 事 業 体 の 交 替 が あ っ て も 作

業 の 引 継 ぎ が 自 己 完 結 型 で 円 滑 に な さ れ 、被 災 水 道 事 業 体 の 負

担 と な る こ と の な い よ う に 、担 当 区 域 、担 当 作 業 等 の 役 割 分 担

を 明 確 に し て お く 。ま た 、作 業 を 遂 行 す る た め の 判 断 等 の 基 準

も 明 確 に す る 。  

（ ２ ） 応 急 復 旧 作 業  

・応 急 復 旧 は 、「 通 水 → 漏 水 調 査 → 修 理 」の 繰 り 返 し で あ り 、通

水 ・ 漏 水 調 査 班 と 修 理 班 に 分 け て 効 率 的 に 作 業 を 進 め る 。  

・被 災 に よ り 浄 水 や 配 水 能 力 に 制 限 の あ る 場 合 は 、通 水 区 域 の 拡

大 や 漏 水 調 査 の た め の 通 水 に よ っ て 浄 水 、配 水 能 力 を 超 え て し

ま う 場 合 が あ る の で 注 意 が 必 要 で あ る 。  
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・応 急 復 旧 作 業 は 、総 括 責 任 者 、連 絡 員 、記 録 員 、通 水 及 び 漏 水 調

査 作 業 者 、配 水 管・給 水 管 の 工 事 事 業 者 に よ る 班 編 成（ P.54「（ ２ ）

応 急 復 旧 隊 」 参 照 ） を 基 本 と す る 。  

・ 応 急 復 旧 作 業 に 当 た っ て は 、 住 民 の 理 解 と 協 力 が 不 可 欠 で あ り 、

広 報 の 方 法 等 を 指 示 す る と と も に 、現 場 で 処 理 で き な い 苦 情・要

請 の 対 応 に つ い て は 、迅 速 か つ 的 確 に 被 災 水 道 事 業 体 へ 報 告 で き

る 体 制 づ く り が 必 要 で あ る 。  

・管 網 の 状 況 、被 害 の 状 況 に よ っ て は 、配 水 区 域 を ブ ロ ッ ク に 分

割 し て 作 業 を 行 う こ と で 効 率 的 に 復 旧 を 進 め る こ と が 必 要 で

あ る 。  

・管 路 が 網 目 状 に 整 備 さ れ て い る 場 合 は 、区 域 割 を 行 い そ の 単 位 で

復 旧 を 行 う こ と が 有 効 で あ る 。ま た 、郊 外 、山 間 部 等 で の 樹 枝 状

配 管 の 場 合 は 、配 水 管 の 一 定 区 間 ご と に バ ル ブ で 区 切 り 、所 定 の

応 急 復 旧 作 業 を 完 了 し た 後 に 次 の 区 間 に 移 行 す る こ と に な る の

で 、 応 急 復 旧 班 の 配 備 体 制 を 検 討 す る 際 に 留 意 す る 必 要 が あ る 。 

・応 援 水 道 事 業 体 の 作 業 は 、被 災 水 道 事 業 体 が 修 理 方 法 、使 用 資 材

等 の 復 旧 内 容 を 定 め た「 応 急 復 旧 マ ニ ュ ア ル 」に 基 づ き 行 う 。作

業 は 極 力 自 己 完 結 型 で 処 理 す る こ と を 原 則 と す る 。  

・災 害 復 旧 作 業 は 、工 事 諸 条 件 が 厳 し く 、復 旧 を 急 ぐ あ ま り 、長 時

間 労 働 等 に よ り 労 働 災 害 が 発 生 し や す く な る こ と か ら 、休 息 時 間 、

交 代 要 員 の 確 保 等 、 安 全 へ の 配 慮 が 必 要 で あ る 。  

・応 急 復 旧 班 の 配 備 に 当 た っ て は 、復 旧 方 法 に 応 じ た 、計 画 性 、効

率 性 を 考 慮 し た 配 備 を 行 う 。  

・管 路 の 損 傷 箇 所 が 多 い 場 合 や 建 物 の 倒 壊 、道 路 の 崩 壊 等 に よ り

損 傷 管 路 の 修 理 が 困 難 な 場 合 は 、仮 設 配 管（ レ ン タ ル ス テ ン レ

ス 管 、 ポ リ エ チ レ ン 管 な ど ） を 布 設 す る 応 急 復 旧 方 法 も あ り 、

新 潟 県 中 越 地 震 、 岩 手 ･宮 城 内 陸 地 震 、 東 日 本 大 震 災 等 の 被 害

の 復 旧 に お い て 効 果 的 で あ っ た と 報 告 さ れ て い る 。  

・岩 手・宮 城 内 陸 地 震 、東 日 本 大 震 災 等 に お い て 浄 水 施 設 が 被 害

を 受 け 、可 搬 式 の 簡 易 浄 水 機 等 を 活 用 し て 、迅 速 な 応 急 復 旧 に
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努 め た と の 報 告 も さ れ て い る 。  

・管 路 の 復 旧 作 業 に 当 た り 、管 内 の 水 道 水 の 排 水 先 は 、排 水 路 等

の 整 備 状 況 を 考 慮 し 慎 重 に 選 定 す る 。  

・掘 削 に 当 た っ て は 、隣 接 し て 他 企 業 埋 設 物 が 敷 設 さ れ て い る 場

合 を 想 定 し 、事 前 に 埋 設 物 の 有 無 を 図 面 等 の 図 書 類 に よ り 確 認

す る 。図 書 類 が な い 場 合 に は 、現 地 に お い て マ ン ホ ー ル 等 に よ

り 確 認 す る 。  

・ 余 震 の 発 生 等 が 想 定 さ れ る こ と か ら 、 作 業 に 当 た っ て は 職 員 の

安 全 確 保 を 優 先 さ せ て 作 業 を 実 施 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

仮設配管（ｽﾃﾝﾚｽ管）        仮設配管（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） 

 

    
漏水修理金具              仮設配管（硬質塩化ビニル管）  

 

（ ３ ） 作 業 報 告  

応 援 水 道 事 業 体 は 、 被 害 状 況 、 復 旧 状 況 、 通 水 範 囲 な ど 作 業 の 進

捗 状 況 に つ い て 、 定 期 的 に 幹 事 応 援 水 道 事 業 体 を 経 由 し 水 道 給 水 対
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策 本 部 に 報 告 す る 。  

応 援 活 動 終 了 後 に は 、 災 害 査 定 に 必 要 と な る 作 業 報 告 書 、 工 事 写

真 等 の 資 料 を 取 り ま と め 、 幹 事 応 援 水 道 事 業 体 を 経 由 し 水 道 給 水 対

策 本 部 に 提 出 す る （ P.126 資 料 － 14、 P.134 資 料 － 17 参 照 ） 。  

な お 、 応 援 水 道 事 業 体 が 作 成 す る 作 業 報 告 書 に 記 載 す る 整 理 番 号

は 、重 複 や 欠 落 と い っ た 錯 誤 が 生 じ な い よ う に 管 理 す る 必 要 が あ る 。 

ま た 、 応 援 水 道 事 業 体 は 災 害 査 定 に 必 要 と な る 次 の ア ） ～ オ ） に

示 す 書 類 等 の 作 成 を 確 実 に 行 う 。  

ア ） 応 急 復 旧 応 援 体 制 報 告 書           （ P.116 資 料 － 11 参 照 ） 

応 援 水 道 事 業 体 は 、 連 絡 先 や 構 成 等 を 記 載 し た 「 応 急 復 旧 応 援

体 制 報 告 書 」 を 到 着 時 及 び 応 援 隊 構 成 変 更 時 に 水 道 給 水 対 策 本 部

へ 提 出 す る 。                

イ ） 漏 水 調 査 受 付 ・ 報 告 書              （ P.120 資 料 － 12 参 照 ） 

「 漏 水 調 査 受 付 ・ 報 告 書 」 は 、 漏 水 の 連 絡 ご と に 応 援 水 道 事 業

体 が 作 成 す る 。  

ウ ） 応 急 復 旧 活 動 対 応 表                （ P.124 資 料 － 13 参 照 ） 

「 応 急 復 旧 活 動 対 応 表 」 は 、 漏 水 通 報 の 状 況 、 漏 水 調 査 班 、 管

路 修 理 班 の 動 向 を 把 握 す る た め 、 水 道 給 水 対 策 本 部 の 応 急 復 旧 指

揮 担 当 が 作 成 す る 。  

エ ）管 路 修 理 報 告 書                  （ P.126 資 料 － 14 参 照 ） 

被 害 施 設 、 被 害 状 況 、 配 管 図 （ 被 害 前 ・ 後 ） 等 を 記 載 し た 「 管

路 修 理 報 告 書 」 は 、 作 業 現 場 ご と に 応 援 水 道 事 業 体 が 作 成 す る 。  

オ ） 工 事 写 真  

工 事 写 真 は 、 各 作 業 現 場 の 被 害 状 況 が 判 る よ う 記 録 す る と と も

に 、着 手 前 、掘 削 、修 理 前 、修 理 後 、埋 戻 し 工 、路 盤 工 、舗 装 工 、

完 成 等 の 各 段 階 で の 撮 影 記 録 を 原 則 と す る 。  

写 真 撮 影 時 の 留 意 事 項 は 、 P.39《 参 考 》 に よ る も の と し 、 必 ず

黒 板 等 （ P.134 資 料 － 17 参 照 ） を 使 用 す る 。  
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（ ４ ） 作 業 報 告 の と り ま と め  

水 道 給 水 対 策 本 部 は 管 路 修 理 報 告 書 を 基 に 管 路 修 理 集 約 表 や 被 害

算 定 書 を 作 成 す る 。  

ア ） 管 路 修 理 集 約 表                  （ P.130 資 料 － 15 参 照 ）  

管 路 修 理 の 状 況 を 把 握 す る た め 、 「 管 路 修 理 報 告 書 」 を 基 に 水

道 給 水 対 策 本 部 の 応 急 復 旧 指 揮 担 当 が 作 成 す る 。  

イ ） 管 路 被 害 算 定 表                  （ P.132 資 料 － 16 参 照 ）  

管 種 、 口 径 、 被 害 形 態 別 の 管 路 被 害 を 把 握 す る た め 、 「 管 路 修

理 報 告 書 」 を 基 に 作 成 し 、 水 道 給 水 対 策 本 部 の 応 急 復 旧 指 揮 担 当

に 報 告 す る 。  
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４ . 災 害 発 生 時 の 広 報  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ） 災 害 発 生 時 の 広 報 活 動  

ラ イ フ ラ イ ン と し て の 水 道 の 被 害 は 、 住 民 生 活 に 大 き な 影 響 を 及

ぼ す た め 、 住 民 に 不 安 や あ せ り 、 混 乱 等 を 生 じ さ せ る こ と の な い よ

う 断 水 状 況 や 応 急 給 水 の 実 施 状 況 、 復 旧 見 通 し な ど に つ い て 適 時 、

適 切 に 情 報 を 伝 達 し 、 住 民 が 円 滑 な 応 急 対 策 を 実 施 で き る よ う に す

る こ と が 重 要 で あ る 。  

こ の た め 、 災 害 発 生 時 の 広 報 活 動 の 実 施 に 当 た っ て は 、 一 般 行 政

部 局 の 災 害 対 策 本 部 を 通 じ て 、 主 と し て 報 道 機 関 へ の プ レ ス 発 表 に

よ る 情 報 提 供 を 行 い （ 広 域 レ ベ ル の 広 報 ） 、 ま た 、 水 道 事 業 体 の 営

業 所 等 に お い て は 広 報 車 両 に よ る 巡 回 広 報 、電 光 掲 示 板 、防 災 ヘ リ 、

防 災 無 線 ・ 有 線 放 送 な ど を 活 用 し た 広 報 活 動 を 実 施 す る こ と で 、 住

民 に 必 要 な 情 報 を 直 接 提 供 す る こ と が 必 要 で あ る （ 地 域 レ ベ ル の 広

報 ） （ P.78 図 Ⅲ － １ 参 照 ） 。  

 

 

被 災 水 道 事 業 体 に は 発 災 と 同 時 に 、 応 急 給 水 の 要 請 、 漏 水 箇 所 の

通 報 等 、 住 民 か ら の 問 い 合 わ せ 等 が 殺 到 す る こ と が 想 定 さ れ る が 、

こ れ ら 住 民 か ら の 問 い 合 わ せ 等 に 適 切 に 対 応 し 、さ ら に は 応 急 給 水 、

応 急 復 旧 の 現 場 に お い て 積 極 的 に 情 報 収 集 活 動 を 行 う こ と に よ り 、

実 態 に 即 し た 広 報 活 動 を 行 う こ と が 必 要 で あ る 。  

災 害 時 に 人 員 不 足 等 が 生 じ 、 水 道 事 業 体 単 独 で の 広 報 活 動 が 困 難

な 場 合 に は 、 水 道 給 水 対 策 本 部 に よ る 支 援 を 受 け 広 報 活 動 を 行 う こ

と も 考 え ら れ る 。  

 

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 災 害 発 生 時 の 広 報 活 動  

２ ） 災 害 発 生 時 の 広 聴 活 動  

３ ） 報 道 機 関 か ら の 取 材 へ の 対 応  
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被　災　住　民

一般行政部局の災害対策本部

報  道  機  関

 広報班（情報連絡係）※

 〃  （情報管理係）

 〃  （庶　務　係）

広域レベルの広報

自治会等

地区対策本部

（出張所、公民館等）

応急給水担当
応急復旧担当

地域レベルの広報

被災水道事業体
(水道給水対策本部)

連絡調整

情報提供

情報提供

情報提供

情報提供

情報提供

問い合わせ

新聞、テレビ、ラジ
オ等からの情報

情報提供

情報提供
問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図Ⅲ－１：災害時の広報例 

※広報班の組織 
・情報連絡係・・・収集した被災状況を取りまとめ、報道担当者として外部へ情報提供する 
・情報管理係・・・電話等による住民からの情報を整理し、該当作業班等に定時連絡する 
・庶 務 係・・・被災状況等を組織内部へ連絡し、情報の共有化を図る 
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（ １ ） 広 域 レ ベ ル の 広 報  

ⅰ ． 広 域 レ ベ ル の 広 報  

水 道 施 設 全 般 に わ た る 被 害 状 況 や 稼 動 状 況 、 こ れ に 伴 う 応 急 給

水 、 応 急 復 旧 活 動 及 び 復 旧 の 見 通 し 等 に つ い て 、 報 道 担 当 者 （ 広

報 班 ： 情 報 連 絡 係 ） が 正 確 な 情 報 を 速 や か に 取 り ま と め て 、 一 般

行 政 部 局 の 災 害 対 策 本 部 を 通 じ て 報 道 機 関 に 情 報 提 供 し 、 協 力 を

得 て 実 施 す る 。  

特 に 、 水 道 に 関 す る 情 報 を 求 め る 報 道 機 関 に 対 し て は 、 報 道 担

当 者 が 対 応 の 一 元 化 を 図 り 発 表 時 間 、 場 所 等 を 定 め て 対 応 す る 。  

ⅱ ． 水 道 事 業 体 内 で の 情 報 共 有 化  

発 災 時 の 被 災 地 域 で は 、通 信 の 途 絶 や 情 報 の 錯 綜 が 予 想 さ れ る 。

こ の た め 断 水 箇 所 、 復 旧 箇 所 等 の 情 報 に つ い て 水 道 事 業 体 内 で 共

有 化 を 図 る こ と で 情 報 の 複 雑 化 を 防 ぎ 、 円 滑 な 応 急 給 水 、 応 急 復

旧 等 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、 情 報 共 有 の 方 法 は 庁 内 電 話 連 絡 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る

情 報 連 絡 が 考 え ら れ る が 、 回 線 が 断 絶 し て い る 場 合 に は 情 報 を 直

接 紙 等 に 記 入 し 各 部 署 や 、 応 急 復 旧 担 当 等 の 待 機 所 等 に 掲 示 す る

方 法 も 有 効 で あ る 。  

な お 、 水 道 事 業 体 内 各 課 へ の 情 報 提 供 は 広 報 班 （ 庶 務 係 ） が 行

う 。  

 

（ ２ ） 地 域 レ ベ ル の 広 報  

住 民 へ の 情 報 提 供 は 、 一 般 行 政 部 局 の 災 害 対 策 本 部 を 通 じ た プ レ

ス 発 表 等 に よ り 実 施 す る ほ か 、営 業 所 等 と 連 携 し て 被 害 地 域・状 況 、

応 急 給 水 拠 点 や 水 質 保 持 方 法 に 関 す る 情 報 、 復 旧 作 業 の 見 通 し 、 事

故 に 関 す る 注 意 事 項 な ど に 関 す る 広 報 文 を 作 成 す る と と も に 、 管 内

広 報 体 制 （ 人 員 ・ 車 両 ） を 編 成 し 、 車 両 に よ る 巡 回 広 報 等 に よ り 行

う 。  

ま た 、 広 報 班 （ 情 報 連 絡 係 ） は 、 ホ ー ム ペ ー ジ や ケ ー ブ ル テ レ ビ

に よ り 、 可 能 な 限 り 断 水 区 域 や 通 水 区 域 等 の 情 報 を 提 供 す る 。  
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な お 、 広 報 内 容 、 実 施 方 法 、 広 報 手 段 等 は 以 下 の と お り で あ る 。  

 

ⅰ ． 応 急 給 水 に つ い て の 広 報  

ア ） 応 急 給 水 広 報 の 内 容  

   ・ 応 急 給 水 拠 点 等 の 位 置 、 給 水 方 法  

   ・ 給 水 時 間 案 内 （ 給 水 車 に よ る 応 急 給 水 の 場 合 ）  

   ・ 水 質 保 持 方 法  

イ ） 応 急 給 水 広 報 の 実 施 方 法 及 び 手 段  

・応 急 給 水 に 関 す る 住 民 へ の 情 報 提 供 は 、応 急 給 水 担 当 が 応 急 給

水 作 業 に 従 事 す る に 当 た っ て 、ハ ン ド マ イ ク 等 の 拡 声 装 置 、又

は 応 急 給 水 拠 点 、臨 時 給 水 所 、事 業 所 に お い て 旗 や 立 て 看 板 等

に よ り 行 う 。ま た 、自 主 防 災 組 織（ 自 治 会 等 ）、避 難 所 な ど へ

の 広 報 の 協 力 を 地 区 対 策 本 部（ 出 張 所 、公 民 館 等 ）に 依 頼 す る 。  

・ 広 報 車 や ハ ン ド マ イ ク 等 の 拡 声 装 置 に よ り 広 報 を 行 う と き は 、

中 高 層 階 や 路 地 等 に も 放 送 内 容 が 聞 き 取 れ る よ う 、音 量 を 適 切

に 調 整 し な が ら 広 報 を 行 う 。ま た 、広 報 文 は 短 く 、簡 潔 に す る

よ う 心 が け る 。  

ⅱ ． 応 急 復 旧 に つ い て の 広 報  

ア ） 応 急 復 旧 広 報 の 内 容  

・ 断 水 区 域 、 断 水 戸 数 、 断 水 人 口  

・復 旧 状 況（ 復 旧 作 業 状 況 、復 旧 の 順 序 や 地 区 ご と の 復 旧 完 了 予

定 時 期 等 ）  

・ 情 報 提 供 の 呼 び か け （ 漏 水 等 ）  

・ 苦 情 、 要 望 の 受 付 先  

イ ） 応 急 復 旧 広 報 の 実 施 方 法 及 び 手 段  

・水 道 給 水 対 策 本 部 の 広 報 班 は 、応 急 復 旧 担 当 が 取 り ま と め た 応

急 復 旧 活 動 状 況 、復 旧 見 通 し 、通 水 見 通 し の 情 報 等 を 、職 員 や

応 援 水 道 事 業 体 及 び 協 力 団 体 等 に 周 知 し 、住 民 か ら の 問 い 合 わ

せ 等 に 備 え る ほ か 、 応 急 給 水 担 当 及 び 地 区 対 策 本 部 （ 出 張 所 、

公 民 館 等 ）を 通 じ て 、避 難 所 な ど に お け る 掲 示 を 中 心 と し た 広
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報 活 動 を 行 う 。  

・応 急 復 旧 作 業 を 実 施 す る 予 定 場 所 に つ い て は 、作 業 前 日 に 広 報

車 、立 て 看 板 等 に よ り 工 事 予 告 を 行 い 、路 上 駐 車 禁 止 な ど の 協

力 を 要 請 す る 。  

・通 水 が 可 能 と な っ た と き は 、応 急 復 旧 担 当 が 止 水 栓 開 栓 時 に 給

水 装 置 所 有 者 に 対 し て 通 水 が 可 能 と な っ た こ と を 連 絡 す る 。ま

た 、不 在 者 に 対 し て は 、「 お 知 ら せ 票 」を 玄 関 、門 扉 等 の 見 え

や す い 場 所 に 掲 示 し 、 通 水 が 可 能 と な っ た こ と を 連 絡 す る 。  

 

２ ） 災 害 発 生 時 の 広 聴 活 動  

（ １ ） 住 民 か ら の 問 い 合 わ せ へ の 対 応 等  

・住 民 か ら の 問 い 合 わ せ へ の 対 応 は 、一 般 行 政 部 局 の 災 害 対 策 本 部

及 び 被 災 水 道 事 業 体 が 集 約 し た 情 報 に 基 づ き 行 う 。  

・広 報 班（ 庶 務 係 ）は 応 急 給 水 や 応 急 復 旧 に 関 す る 情 報 を 職 員 や 応

援 水 道 事 業 体 及 び 協 力 団 体 等 に 周 知 徹 底 し 、住 民 か ら の 問 い 合 わ

せ に 備 え る 。  

・各 種 応 急 対 策 活 動 中 に 、現 地 に お い て 住 民 か ら 給 水 要 望 を 受 け た

と き は 、最 寄 り の 給 水 場 所（ 応 急 給 水 拠 点 と 巡 回 給 水 場 所 ）の 位

置 を 知 ら せ る 。  

・災 害 時 要 援 護 者（ 独 居 高 齢 者 等 ）へ の 飲 料 水 配 給 を 要 請 さ れ た 場

合 、応 急 給 水 担 当 で 対 応 可 能 で あ れ ば 、運 搬 給 水 で 対 応 す る 。そ

れ が 困 難 な 場 合 は 、地 区 対 策 本 部（ 出 張 所 、公 民 館 等 ）を 通 じ て

避 難 所（ 地 域 防 災 計 画 に 定 め る と こ ろ の 地 域 要 員 と し て 自 治 体 職

員 が 駐 在 し て い る ） に 連 絡 し 、 協 力 を 要 請 す る 。  

 

（ ２ ） 住 民 情 報 の 収 集 に つ い て  

災 害 時 に お い て は 、 被 災 水 道 事 業 体 に 応 急 対 策 活 動 従 事 者 又 は 一

般 行 政 部 局 の 災 害 対 策 本 部 を 通 し て 住 民 等 か ら 多 数 の 通 報 （ 事 象 的

内 容 ） 及 び 問 い 合 わ せ （ 要 望 的 内 容 ） が 寄 せ ら れ る （ 以 下 こ れ ら の

情 報 を 「 住 民 情 報 」 と い う 。 ） こ と が 想 定 さ れ る こ と か ら 、 「 収 集
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→ 伝 達 → 仕 分 」 の 流 れ で 常 に 住 民 情 報 を 整 理 し 適 正 に 管 理 す る こ と

が 重 要 で あ る 。  

ⅰ ． 住 民 情 報 の 収 集  

住 民 情 報 の 収 集 は 、 電 話 に よ る 通 報 又 は 問 い 合 わ せ や 、 応 急 給

水 、応 急 復 旧 等 の 現 場 で の 住 民 か ら の 聞 き 取 り に よ り 行 う 。な お 、

住 民 情 報 の 収 集 に は 必 要 事 項 を 記 入 す る た め の 「 情 報 受 付 メ モ 」

を 平 常 時 か ら 作 成 し て お き 対 応 す る 必 要 が あ る 。 特 に 、 断 水 や 漏

水 に 関 す る 情 報 に つ い て は 、 当 該 箇 所 の 所 在 地 、 周 辺 の 目 標 及 び

漏 水 の 規 模 等 を で き る 限 り 詳 細 に 聴 取 す る 。  

ⅱ ． 住 民 情 報 の 伝 達  

収 集 し た 住 民 情 報 は 次 の 情 報 伝 達 手 段 に よ り 広 報 班 （ 情 報 管 理

係 ） に 送 付 す る 。  

ア ） 水 道 事 業 体 本 庁 舎 と の 通 信 が 可 能 な 場 合  

   ・ 災 害 時 優 先 電 話 （ Ｆ Ａ Ｘ ） 等  

イ ） 水 道 事 業 体 本 庁 舎 と の 通 信 手 段 が 途 絶 し て い る 場 合  

   ・ 他 の 事 業 所 の 通 信 回 線 の 利 用  

   ・ 出 張 所 、 公 民 館 等 の 通 信 回 線 の 利 用  

   ・ 事 業 所 に 通 信 連 絡 担 当 者 を 定 め 、 一 定 時 間 ご と に 送 付 す る  

ⅲ ． 住 民 情 報 の 仕 分 （ 整 理 ）  

・ 広 報 班 （ 情 報 管 理 係 ） は 、 電 話 受 付 担 当 者 及 び 応 急 対 策 活 動 従

事 者 か ら 送 付 さ れ た 住 民 情 報 受 付 メ モ を 受 理 し た と き は 、 そ の

内 容 ご と に 情 報 を 再 仕 分 し 、 各 事 業 所 別 及 び 行 政 区 別 に 整 理 す

る 。 な お 、 緊 急 的 な 情 報 処 置 が 必 要 な 場 合 は 、 受 理 の 都 度 、 速

報 と し て 内 容 に 該 当 す る 担 当 者 に 連 絡 す る 。  

・ 広 報 班 （ 情 報 管 理 係 ） は 、 整 理 し た 住 民 情 報 受 付 メ モ の 内 容 を

該 当 す る 担 当 者 に 定 時 連 絡 す る 。  

・ 定 時 連 絡 を 受 け た 各 担 当 者 は 、 断 水 や 濁 水 等 の 住 民 情 報 受 付 メ

モ 集 計 簿 を 作 成 し 、 配 管 図 な ど に 転 写 し た 地 図 情 報 と 共 に 復 旧

完 了 ま で 一 元 管 理 す る 。  

・ 各 担 当 者 は 、 時 系 列 的 に 変 化 し て い く 住 民 情 報 の 内 容 を 分 析 し
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て 、 実 情 に 即 し た 応 急 対 策 活 動 及 び 住 民 広 報 を 行 う 。  

 

３ ） 報 道 機 関 か ら の 取 材 へ の 対 応  

  一 般 行 政 部 局 の 災 害 対 策 本 部 を 通 じ て 、 報 道 機 関 に 情 報 を 提 供 す

る ほ か に 、 水 道 に 関 す る 情 報 を 求 め る 個 々 の 報 道 機 関 に 対 し て は 次

に よ り 対 応 す る 。  

・ 広 報 班 が あ ら か じ め 報 道 担 当 者 を 定 め て 対 応 す る 。  

・ 発 表 す る 時 間 ・ 場 所 を 決 め て お く 。  

・ 発 表 す る 内 容 は 被 災 水 道 事 業 体 の 決 定 事 項 と す る 。  

・ 被 災 水 道 事 業 体 の 決 定 事 項 以 外 で 、 緊 急 を 要 す る 事 項 に つ い て  

は 、 広 報 班 責 任 者 と 調 整 の う え 、 対 応 す る 。  

・ 議 事 録 （ メ モ ） を 作 成 し 、 被 災 水 道 事 業 体 内 で 周 知 徹 底 を 図 る

と と も に 議 事 録 を 保 管 す る 。  
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５ . 経 過 記 録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ） 経 過 記 録 の 目 的 と 留 意 事 項  

応 急 給 水 業 務 及 び 応 急 復 旧 業 務 に 係 る 経 過 を 正 確 に 記 録 し た 資 料

は 、 次 の 業 務 を 行 う 際 の 基 礎 資 料 と し て 必 要 不 可 欠 で あ る 。  

・ 応 急 給 水 業 務 と 応 急 復 旧 業 務 の 連 携 強 化  

・ 市 民 広 報 及 び 報 道 機 関 対 応  

・ 調 査 報 告 書 の 作 成  

・ 応 援 水 道 事 業 体 へ の 費 用 負 担 算 定  

・ 災 害 査 定 の 申 請  

な お 、 正 確 な 経 過 記 録 を 行 う た め 、 次 の 事 項 に 留 意 す る 。  

・水 道 給 水 対 策 本 部 は 、被 災 水 道 事 業 体 と 応 援 水 道 事 業 体 か ら の 情

報 を 一 元 管 理 す る 。  

・所 定 様 式 に よ る 作 業 指 示 及 び 作 業 報 告 を 徹 底 し 、さ ら に 、こ の 結

果 を 所 定 様 式 に 集 約 す る （ P.85 表 Ⅲ － ４ 参 照 ） 。  

・ 写 真 管 理 の 徹 底 を 図 る 。  

 

 

応 急 活 動 の 経 過 記 録 は 、 市 民 へ の 広 報 や 災 害 査 定 時 に 必 要 不 可 欠

な も の で あ る 。 発 災 直 後 に あ っ て は 、 必 要 事 項 を 記 録 し 確 実 に 保 管

す る と と も に 、 水 道 給 水 対 策 本 部 等 の 体 制 構 築 後 は 、 本 部 、 応 援 水

道 事 業 体 ご と に 記 録 し 、 所 定 様 式 に よ る 作 業 指 示 ・ 報 告 の 集 約 を 行

う 。  

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 経 過 記 録 の 目 的 と 留 意 事 項  

２ ） 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 班 の 派 遣 に 係 る 経 過 記 録  

３ ） 被 災 水 道 事 業 体 に 係 る 経 過 記 録  

４ ） 応 急 給 水 に 係 る 経 過 記 録  

５ ） 応 急 復 旧 に 係 る 経 過 記 録  

６ ） 写 真 管 理 の 徹 底  
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 表 Ⅲ－ ４  経 過 記 録 に 係 る 書 類 一 覧  

 

２ ） 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 班 の 派 遣 に 係 る 経 過 記 録  

 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 班 の 派 遣 に 係 る 経 過 記 録 は 、 被 災 水 道 事 業 体 が

把 握 し て い な い も の も 含 ま れ る こ と か ら 、 応 急 復 旧 の 状 況 を 確 実 に 把

握 ・ 整 理 し 、 緊 急 事 態 対 応 段 階 が 終 了 し た 後 に 、 こ れ ら の 記 録 を 速 や

か に 被 災 水 道 事 業 体 に 提 供 す る 必 要 が あ る 。  

こ こ で は 、 水 道 給 水 対 策 本 部 が 記 録 す べ き 項 目 及 び 個 々 の 応 援 水 道

事 業 体 が 記 録 す べ き 項 目 に 分 け て 整 理 す る 。  

（ １ ） 水 道 給 水 対 策 本 部 が 記 録 す べ き 項 目  

・被 災 水 道 事 業 体 か ら の 応 援 要 請 依 頼（ 要 請 者 名 、要 請 日 時 、要 請

内 容 ）  

・ 応 援 水 道 事 業 体 へ の 要 請 （ 受 付 者 名 、 要 請 日 時 、 要 請 内 容 ）  

資 料  報 告 書 等 書 類 名  概   要  作 成  

６  応 急 給 水 応 援 体 制 報 告 書  応 急 給 水 の 応 援 体 制 を 本 部 に 報

告 す る  
到 着 ・  
変 更 時  

７  

応 急 給 水 作 業 指 示 書 （ 表 ）  応 急 給 水 の 作 業 内 容 を 指 示 す る  毎 日  

 〃     報 告 書 （ 裏 ）  応 急 給 水 の 作 業 活 動 内 容 を 時 系

列 で 報 告 す る  毎 日  

８  応 急 給 水 活 動 予 定 表  当 日 の 給 水 活 動 の 予 定 を 集 約 す

る  毎 日  

９  応 急 給 水 活 動 集 約 表  作 業 終 了 後 に 当 日 の 水 道 事 業 体

ご と の 給 水 活 動 を 集 約 す る  毎 日  

1 1  応 急 復 旧 応 援 体 制 報 告 書  応 急 給 水 の 応 援 体 制 を 本 部 に 報

告 す る  
到 着 ・  
変 更 時  

1 2  

漏 水 調 査 受 付 書 （ 表 ）  市 民 等 か ら の 漏 水 発 見 情 報 を 受

け 付 け る  随 時  

 〃   報 告 書 （ 裏 ）  漏 水 調 査 の 結 果 を 報 告 す る  随 時  

1 3  応 急 復 旧 活 動 対 応 表  漏 水 受 付・漏 水 調 査・漏 水 修 理 の

対 応 状 況 を 把 握 す る  随 時  

1 4  管 路 修 理 報 告 書 （ 表 ・ 裏 ）  管 路 修 理 の 結 果 を 報 告 す る  随 時  

1 5  管 路 修 理 集 約 表  管 路 被 害 状 況 及 び 修 理 状 況 を 集

約 す る  毎 日  

1 6  管 路 被 害 算 定 表  管 路 被 害 を 集 約 し 被 害 率 を 算 出

す る  不 定 期  

1 7  
黒 板 （ 撮 影 表 示 板 ） 作 成 に

当 た っ て  
管 路 修 理 の 写 真 撮 影 時 に お け る

留 意 事 項  修 理 時  
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・ 応 援 水 道 事 業 体 か ら の 回 答 （ 回 答 者 名 、 回 答 日 時 、 回 答 内 容 ）  

・ 被 災 水 道 事 業 体 へ の 回 答 （ 受 付 者 名 、 回 答 日 時 、 回 答 内 容 ）  

※ 正 式 な 依 頼 は 書 面 で 行 う こ と を 原 則 と す る 。  

（ ２ ） 応 援 水 道 事 業 体 が 記 録 す べ き 項 目  

・ 応 援 隊 の 詳 細 （ 人 員 、 作 業 内 容 、 車 両 、 応 急 給 水 用 具 等 ）  

・ 被 災 地 入 り す る ま で の 詳 細 （ 移 動 ル ー ト 、 移 動 時 間 等 ）  

・ 現 地 作 業 に 係 る 諸 経 費 （ 高 速 道 路 料 金 、 宿 泊 費 等 ）  

・ 水 道 給 水 対 策 本 部 と の 打 ち 合 わ せ 事 項 （ 議 事 録 等 ）  

※ 応 援 水 道 事 業 体 は 定 期 的 連 絡 を 基 本 と し 、日 単 位 で 記 録 を 整 理 す

る 。  

 

３ ） 被 災 水 道 事 業 体 に 係 る 経 過 記 録  

（ １ ） 被 災 直 後 の 対 応  

被 災 直 後 の 混 乱 し た 段 階 に お い て は 、 被 災 水 道 事 業 体 職 員 の 中 か

ら 記 録 を 専 門 に 行 う 職 員 を 選 任 し 、 記 録 業 務 を 担 当 さ せ る 必 要 が あ

る 。発 災 後 の 混 乱 が 収 ま り 、正 確 に 記 録 が 行 え る よ う に な る ま で は 、

重 要 事 項 を 記 録 ・ 整 理 し 、 こ れ を 確 実 に 保 管 す る 。  

な お 、 確 実 な 記 録 が 可 能 な 媒 体 と し て 、 ビ デ オ 撮 影 や 音 声 録 音 等

が 考 え ら れ る 。  

（ ２ ） 応 援 水 道 事 業 体 と の 連 携  

水 道 給 水 対 策 本 部 が 組 織 さ れ た 段 階 で は 、 被 災 水 道 事 業 体 と 応 援

水 道 事 業 体 が 綿 密 に 連 携 し て 、 経 過 記 録 資 料 の 作 成 及 び 管 理 を 確 実

に 行 え る 体 制 を 構 築 す る 。  

（ ３ ） 所 定 様 式 に よ る 作 業 指 示 ・ 報 告  

作 業 指 示 の 徹 底 と 正 確 な 経 過 記 録 の 作 成 を 図 る た め 、 応 急 給 水 や

応 急 復 旧 作 業 の 指 示 及 び 報 告 は 所 定 様 式 で 行 う 。 ま た 、 作 業 指 示 者

や 報 告 者 を 明 記 し 、 そ の 連 絡 先 を 明 ら か に す る こ と に よ り 、 書 類 の

内 容 に 疑 義 が 生 じ た 際 に 速 や か に 状 況 確 認 が 行 え る よ う に 努 め る 。  

（ ４ ） 所 定 様 式 に よ る 作 業 集 約  

応 急 対 応 の 内 容 を 正 確 か つ 簡 潔 に 記 録 し 、 必 要 に 応 じ て 参 照 で き
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る 資 料 と し て 整 理 す る に は 、 所 定 様 式 に よ る 作 業 報 告 書 と 集 約 表 の

作 成 を 徹 底 す る こ と が 重 要 と な る 。  

 

４ ） 応 急 給 水 に 係 る 経 過 記 録  

応 急 給 水 作 業 の 指 示 ・ 報 告 ・ 集 約 は 、 図 Ⅲ － ２ に 示 す フ ロ ー に 基 づ

き 、 正 確 な 経 過 記 録 を 作 成 す る 必 要 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－ ２  応 急 給 水 に 係 る 経 過 記 録 の フ ロ ー  

       

応急給水

応援水道事業体

（応急給水班）水道給水対策本部

資料－７（表） 【応急給水作業指示書】

資料－８ 【応急給水活動予定表】

※市民広報・報道機関対応用資料として活用する

※作業内容の指示，写しを保管する

応急給水作業開始

応急給水作業終了

資料－７（裏） 【応急給水作業報告書】

※作業内容の報告（時系列），原本を保管する

応急給水計画の作成

資料－９ 【応急給水活動集約表】

作業結果の集約

※日ごとに作成し，確実に保管する

作業予定の集約

資料－６ 【応急給水応援体制報告書】

応援体制の報告
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５ ） 応 急 復 旧 に 係 る 経 過 記 録  

漏 水 の 修 理 は 一 般 的 に 、 「 電 話 受 付 → 漏 水 調 査 → 修 理 依 頼 → 修 理 実

施 → 修 理 報 告 」 と い う 対 応 を 取 る こ と か ら 、 各 々 に 対 応 し た 報 告 書 が

必 要 と な る 。 応 急 給 水 作 業 の 指 示 ・ 報 告 ・ 集 約 は 、 図 Ⅲ － ３ に 示 す フ

ロ ー に 基 づ い て 行 い 、 正 確 な 経 過 記 録 を 作 成 す る 必 要 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応急復旧

現地水道対策本部

漏水発見

漏水調査指示

漏水調査受付

漏水調査

資料－12（表） 【漏水調査受付書】

※作業内容の指示
写しを保管する

必要

漏水修理依頼

修理

不要

（終 了）

資料－12（裏）【漏水調査報告書】

修理の判断

※漏水受付・調査・修理の対応状況を把握する

修理工事

修理結果の集約

※作業終了後，必要に応じて清書する

※日ごとに作成し，確実に保管する

資料－15 【管路修理集約表】

被害率算定

資料－16 【管路被害算定表】

※管路被害を集約する際に作成する （管路被害率： ○件/ｋｍを算出する）

資料－12（裏） 【漏水調査報告書】

応援水道事業体 （応急復旧班）

工事終了

※作業内容の指示
写しを保管する

修理作業の集約

資料－13 【応急復旧活動対応表】

資料－14 【管路修理報告書】

※【漏水調査報告書】を保存する

※撮影表示板は資料－17を参考

応援体制の報告

資料－11 【応急復旧応援体制報告書】

図 Ⅲ－ ３  漏 水 修 理 に 係 る 経 過 記 録 の フ ロ ー  
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６ ） 写 真 管 理 の 徹 底  

 災 害 復 旧 記 録 を 整 理 す る 際 や 、 災 害 査 定 を 行 う 際 に 、 被 害 状 況 等 の

現 場 写 真 は 必 要 不 可 欠 な 資 料 と な る 。 応 急 給 水 や 応 急 復 旧 に 係 る 作 業

報 告 書 と 現 場 写 真 の 両 者 を 適 切 に 管 理 す る こ と に よ り 、 確 実 な 経 過 記

録 資 料 と す る 必 要 が あ る 。  

 以 下 に 、 写 真 管 理 を 行 う 際 の 方 針 を 定 め る 。  

ⅰ ． 現 場 写 真 は 、 応 援 水 道 事 業 体 職 員 が 撮 影 し た 「 記 録 写 真 」 と 、

修 理 業 務 に 従 事 し た 施 工 業 者 が 撮 影 し た「 修 理 写 真 」と を 区 別 し

て 管 理 す る 。  

ⅱ ．写 真 は デ ジ タ ル 撮 影 を 原 則 と し 、Ｃ Ｄ -Ｒ Ｏ Ｍ 等 大 容 量 記 録 メ デ

ィ ア を 用 い て 提 出 す る 。  

ⅲ ． 「 記 録 写 真 」 に つ い て は 、 水 道 給 水 対 策 本 部 に 提 出 す る 際 、 次

の 事 項 に 留 意 す る 。  

・ 写 真 は 、 撮 影 場 所 又 は 撮 影 対 象 単 位 で フ ォ ル ダ に 分 類 す る  

・フ ォ ル ダ 名 に 撮 影 水 道 事 業 体 、撮 影 場 所 又 は 撮 影 対 象 を 明 記 す

る 。  

ⅳ ． 「 修 理 写 真 」 に つ い て は 、 修 理 報 告 書 を 添 付 し 当 該 現 場 の 復 旧

状 況 が 容 易 に 判 別 で き る よ う に す る （ P.126 資 料 － 14 参 照 ） 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


